
26

かると

問い合わせ

選 挙 管 理
委員会事務局
（�◯８５ ９１４３）

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
が

　

７
月　

日　

に
行
わ
れ
ま
す
。

１１

（日）

参
議
院
の
任
期
満
了
に
伴
う
、
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。

市
民
の
み
な
さ
ん
に
は
、
投
票
の
呼
び
か
け
と
投
票
開
始
を
お
知
ら
せ
す

る
臨
時
サ
イ
レ
ン
を
、
選
挙
当
日
の
７
時
か
ら　

秒
間
、
消
防
署
や
各
消
防

３０

支
署
、
各
分
遣
所
と
サ
イ
レ
ン
遠
隔
吹
鳴
装
置
で
鳴
ら
し
ま
す
。

今
回
の
選
挙
で
投
票
で
き
る
方
は
、

選
挙
期
日
当
日
、
満　

歳
以
上
の
日
本

２０

国
民
で
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
方
で
す
（
た
だ
し
、
公
民
権
の
停

止
な
ど
一
定
の
理
由
で
選
挙
権
、
被
選

挙
権
を
有
し
な
い
方
は
投
票
で
き
ま
せ

ん
）
。

な
お
、
選
挙
人
名
簿
登
録
基
準
日
は
、

６
月　

日
�
で
す
。

２３

仕
事
な
ど
で
選
挙
期
日
に
投
票
所
へ

行
け
な
い
方
は
、
選
挙
期
日
の
前
日
ま

で
に
期
日
前
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

な
お
、
一
時
的
に
他
市
町
村
に
滞
在

し
て
い
る
方
や
病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
、

選
挙
期
日
に　

歳
に
達
す
る
方
が
選
挙

２０

期
日
前
に
投
票
す
る
場
合
は
、
従
来
ど

お
り
の
不
在
者
投
票
と
な
り
ま
す
。

▼
期
間　

６
月　

日
�
〜
７
月　

日
�

２５

１０

▼
時
間　

８
時　

分
〜　

時

３０

２０

▼
必
要
な
も
の　

投
票
所
入
場
券
（
投

票
所
入
場
券
を
紛
失
し
た
場
合
で
も

投
票
で
き
ま
す
）

▼
場
所　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

（
市
役
所
第
２
庁
舎
１
階
）

◎
投
票
で
き
る
方

◎
期
日
前
投
票
・
不
在
者
投
票

の
期
間

要　　　　　　　　件

昭和５９年７月１２日までに生まれた方投票できる方

◎登別市で投票できる方

　平成１６年３月２３日までに転入の届

出を済ませ、引き続き３カ月以上住

所を有している方
他の市町村
か ら 転 入
してきた方

◎登別市で投票できない方

　平成１６年３月２３日以降に転入の届

出をした方

※前住所地の市町村で投票となりま

すので、前住所地の選挙管理委員

会にお問い合わせください。

登別市内で住所が変わり、平成１６年

６月１４日までに転居の届出を済ませ

た方は、新しい住所地の投票所で投

票してください。なお、６月１５日以

降に転居の届出をした方は、前住所

地の投票所で投票してください。

市内で住所が
変わった方

平成１６年６月２４日E

平成１６年７月１１日A

７時～２０時
※ただし、第１１投票所（カルルス婦人研修の家）
と第１３投票所（ネイチャーセンター）の投票時
間は７時から１７時まで。また、第１２投票所（札
内高原館）の投票時間は７時から１８時までです。

公
示
日

投
票
日

投
票
時
間


